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２ 請求書等の保存 

 

（提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存） 

【答】  

ご質問の請求書の電子データのように、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場

合であっても、電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存することで、

仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たします（消規15の5②）。 

（参考） 令和３年度の税制改正により、電帳法において、所得税（源泉徴収に係る所得税を

除きます。）及び法人税の保存義務者については、令和４年１月１日以後行う電子取

引に係る電磁的記録を書面やマイクロフィルムに出力してその電磁的記録の保存に

代えられる措置が廃止されましたので、全ての電子取引の取引情報に係る電磁的記

録を一定の要件の下、保存しなければならないこととされました。 

なお、令和４年１月１日から令和５年12月31日までの間に電子取引を行う場合に

は、授受した電磁的記録について要件に従って保存をすることができないことにつ

いて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務

者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電磁的記録を整然とした

形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、

その保存要件にかかわらず電磁的記録の保存が可能となり、また、その電磁的記録

の保存に代えてその電磁的記録を出力することにより作成した書面による保存をす

ることも認められます（この取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続

は必要ありません。）。 

また、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った

電子データの保存が必要です。 

電帳法上の保存方法等については、問102《提供を受けた適格請求書に係る電磁的

記録の保存方法》、問102－２《適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法》

及び国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説（趣旨説

明）」、「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。 

  

問 85 当社は、取引先から請求書を電子データにより提供を受けました。これを出力して保存す

ることで、仕入税額控除の要件を満たしますか。 

なお、提供を受けた請求書データは、適格請求書の記載事項を満たしています。【令和６年

４月改訂】 
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（仕入明細書の相手方への確認） 

【答】  

仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受

けたものに限られます（消法30⑨三、基通11－６－６）。この相手方の確認を受ける方法として

は、例えば、 

① 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を

受けた上で、自己の端末機から出力したもの 

② 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなど

を通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの 

③ 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を

相手方に提供した後、一定期間（注）内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとお

り確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの 

があります。 

なお、③については、 

・ 仕入明細書等に「送付後一定期間（注）内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容の

とおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、

了承を得る。 

・ 仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤り

のある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を

記載し、又は記録し、相手方の了承を得る。 

といったように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態

にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。 

（注） 仕入明細書等の確認があったものとするための「一定期間」について、具体的な日数

等を表示することまで求めるものではありませんが、業務の内容や取引先との関係を踏

まえて、認識を合わせておくことが求められます。  

（参考） 区分記載請求書等保存方式においても、仕入れを行った者が作成する仕入明細書等

の書類で、一定事項が記載されており、相手方の確認を受けたものについては、仕入

税額控除のために保存が必要な請求書等に該当します。 

ただし、適格請求書等保存方式における仕入明細書等と区分記載請求書等保存方式

における仕入明細書等の記載事項は異なりますので、ご注意ください。 

  

問 86 適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のため

の請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいです

か。【令和６年４月改訂】 
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○ 仕入明細書等の記載事項の比較（消法 30⑨三、旧消法 30⑨二、28年改正法附則 34②、消令 49

④） 

請求書等保存方式 

（令和元年９月 30 日まで） 

区分記載請求書等保存方式 

（令和元年 10月１日から 

令和５年９月 30日までの間） 

適格請求書等保存方式 

（令和５年 10月１日から） 

①  書類の作成者の氏名又は 

名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又

は名称 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役

務の内容 

 

 

 

 

 

⑤ 課税仕入れに係る支払対価の

額 

①  書類の作成者の氏名又は 

名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又

は名称 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役

務の内容（課税仕入れが他の者

から受けた軽減対象資産の譲渡

等に係るものである場合には、

資産の内容及び軽減対象資産の

譲渡等に係るものである旨） 

 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入

れに係る支払対価の額 

 

 

 

①  書類の作成者の氏名又は 

名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又

は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役

務の内容（課税仕入れが他の者

から受けた軽減対象課税資産の

譲渡等に係るものである場合に

は、資産の内容及び軽減対象課

税資産の譲渡等に係るものであ

る旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入

れに係る支払対価の額及び適用

税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額

等 

（注）１ 区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等保存方式における仕入明細書等の記載事

項に下線（実線）部分が追加されています。 

   ２ 適格請求書等保存方式の下では、区分記載請求書等保存方式における仕入明細書等の記

載事項に下線部分（点線）が追加されます。 

 

 

  



 

- 123 - 

 

（仕入明細書等の記載事項） 

【答】  

区分記載請求書等保存方式においても、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書

等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請

求書等に該当することとされていました（消法30⑨二）。 

適格請求書等保存方式の下でも同様に仕入明細書等による仕入税額控除は可能ですが、課税

仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、次の事項が記載されている

ことが必要となります（区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、②、

⑤及び⑥の下線部分が追加されています。）（消法30⑨三、消令49④）。 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産

の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの

である旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

（注） 上記の記載事項のうち、②の登録番号を記載しないで作成した仕入明細書は、令

和元年 10 月１日から令和５年９月 30 日（適格請求書等保存方式の開始前）までの

間における区分記載請求書等として取り扱われます。  

問 87 当店は、食料品及び日用雑貨の小売を行っています。軽減税率制度の実施後、仕入先への

代金の支払に当たり、以下のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存してい

ました。 

   適格請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たすためには、仕入明細書

について、どのような対応が必要ですか。【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入明細書 

㈱○○御中       XX年 11月 30日  

               △△商店㈱ 

11月分 131,200円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 5,400円 

11/２ 牛肉  ※ 10,800円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200円 

… 

 

… 

  

… 

 

支払金額合計（税込）  131,200円 

10％対象 88,000円 

８％対象 43,200円 

 ※印は軽減税率対象商品 
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【仕入明細書の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）  仕入明細書等の電磁的記録による保存 

仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書等には、上記①から⑥までの記載事項

に係る電磁的記録も含まれます（消令49⑦）。 

したがって、上記①から⑥までの記載事項を記録した電磁的記録を保存することで、

仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たします。 

なお、仕入明細書等の電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁

的記録の保存方法と同様となります（消令50①、消規15の５）。この電磁的記録の保存方

法については、問102《提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法》をご参照

ください。 

   

  

仕入明細書 

㈱○○御中             XX年 11月 30日 

登録番号Ｔ1234567890123 

 

                   △△商店㈱ 

11月分 131,200円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 5,400円 

11/２ 牛肉  ※ 10,800円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200円 

… 

 

… 

  

… 

 

支払金額合計（税込み）  131,200円 

10％対象 88,000円  （消費税 8,000円） 

８％対象 43,200円  （消費税 3,200円） 

 ※印は軽減税率対象商品 

記載事項② 

記載事項⑤ 

記載事項⑥ 
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（書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書） 

【答】  

相手方から確認を受けた仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とする

には、次の事項が記載されていることが必要です（区分記載請求書等保存方式における仕入明

細書の記載事項に加え、次の②、⑤及び⑥の下線部分が追加されました。）（消法30⑨三、消令

49④）。また、保存すべき請求書等には仕入明細書に係る電磁的記録も含まれます（消令49⑤）。 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産

の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの

である旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

なお、保存が必要な請求書等の記載事項は、一の書類だけで記載事項を満たす必要はなく、

問 88 当社は、ＥＤＩ取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受

発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社

から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています（いわゆる請求レス取引）。 

    支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、

取引先から提供される電磁的記録である取引明細（税率ごとに分けて作成されています。）を

参照しようと考えています。 

このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録

を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなり

ますか。【令和５年 10月改訂】 

（注）ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関

連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱○○    取引明細   
     （８％対象分） 
  XX年 11 月分（11/１～11/30） 

 

日付 品名 金額（税込） 

11/１ 牛肉   5,400円 

10/1 じゃがいも   2,160円 

… … … 

 

○ 支払通知書（書面で交付） ○ 取引明細（電磁的記録で提供） 

㈱○○    取引明細   
     （10％対象分） 
  XX年 11 月分（11/１～11/30） 

 

日付 品名 金額（税込） 

11/１ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ   2,200円 

11/２ 割り箸   1,100円 

… … … 

 

XX年 12月 15日 

支払通知書 

△△商事㈱御中  

登録番号Ｔ1234567890123    

XX年 11月分(11/１～11/30)  

 109,200円(税込) 

合計 109,200 円（消費税 9,200円） 

10％対象  66,000 円（消費税 6,000円） 

８％対象  43,200 円（消費税 3,200円） 

               ㈱○○ 
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複数の書類や、書類と電磁的記録について、これらの書類（書類と電磁的記録）相互の関連が

明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれ

ば、その複数の書類や電磁的記録の全体により適格請求書の記載事項を満たすことができます。 

したがって、ご質問の場合、課税資産の譲渡等の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）

を記録した取引明細に係る電磁的記録と書面で作成する支払通知書の全体により、請求書等の

記載事項を満たすため、貴社は、書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合

わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなります。 

また、取引明細に係る電磁的記録の保存方法は、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録

の保存方法と同様となります（消令50①、消規15の５）。この電磁的記録の保存方法については、

問102《提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法》をご参照ください。 

 

（仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額） 

【答】   

適格請求書等保存方式の下で、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の

事項が記載されていることが必要です（消法30⑨三、消令49④）。 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産

の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの

である旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

ご質問の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額とな

りますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等

を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。 

  

問 89 適格請求書等保存方式の下では、記載事項を満たす仕入明細書には、「税率ごとに合計し

た課税仕入れに係る支払対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要との

ことですが、税抜きの仕入金額と消費税額等を記載することで、必要な記載事項を満たすこ

とになりますか。【平成 30年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（仕入明細書において対価の返還等について記載した場合） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行

う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています（消法57の４③）。 

適格返還請求書の記載事項は、次のとおりです。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった

課税資産の譲渡等を行った年月日（適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課

税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。） 

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（売上

げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合

問 90 当社は、食品及び日用雑貨の販売を行う事業者です。当社の商品販売売上げに関しては、

請求書の交付をすることなく、相手方から交付される次の支払通知書に基づき支払を受けて

います。また、返品があった場合には、支払通知書にその内容等が記載されていますが、こ

うした場合であっても、適格請求書等保存方式においては、改めて、適格返還請求書を交付

する必要がありますか。 

なお、相手方は、仕入税額控除の適用を受けるために、支払通知書を保存しています。 

【平成 30年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払通知書 

㈱○○御中       XX年 11月 30日  
（送付後一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。） 

               △△商店㈱ 

11月分 2,390,160円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 132,840 円 

11/２ 牛肉  ※ 264,600 円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 378,400 円 

… 

 

… 

  

… 

 

合計金額 2,452,000 円 

10％対象 1,625,800 円 

８％対象 826,200 円 

11/12 クッキー【返品】（XX年 10月仕入分）※ ▲46,440 円 

11/12 割り箸【返品】（XX年９月仕入分） ▲15,400 円 

返品合計金額 ▲61,840 円 

10％対象 ▲15,400 円 

８％対象 ▲46,440 円 

支払金額合計（税込）  2,390,160 円 

 ※印は軽減税率対象商品 
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には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

また、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当する場合において、仕入側が作

成した次の記載事項のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、仕

入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します（消法 30⑨三、消令 49④）。 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産

の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの

である旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

 

ご質問の場合、相手方が仕入税額控除のために作成・保存している支払通知書に、返品に関

する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、貴社と相手方の間で、貴社の売上

げに係る対価の返還等の内容について確認されていますので、貴社は、改めて適格返還請求書

を交付しなくても差し支えありません。 

なお、支払通知書に適格返還請求書として必要な事項を合わせて記載する場合に、事業者ご

とに継続して、課税仕入れに係る支払対価の額から売上げに係る対価の返還等の金額を控除し

た金額及びその金額に基づき計算した消費税額等を税率ごとに支払通知書に記載することで、

仕入明細書に記載すべき「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」及び「税率ご

とに区分した消費税額等」と適格返還請求書に記載すべき「売上げに係る対価の返還等の税抜

価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売上げに係る対価の返還等の金

額に係る税率ごとに区分した消費税額等」の記載を満たすこともできます。 

 

（注） 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返

還請求書の交付義務が免除されます（消法 57 の４③、消令 70 の９③二）。ここでいう

１万円未満の判定単位については、問 28《少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交

付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 
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【仕入明細書に適格返還請求書の記載事項を合わせて記載する場合の記載例】 

 

  
支払通知書 

㈱○○御中             XX年 11月 30日 

登録番号Ｔ1234567890123 

（送付後一定期間内に連絡がない場合、確認があったものといたします。） 

                   △△商店㈱ 

11月分 支払金額合計 2,390,160 円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 132,840円 

11/２ 牛肉  ※ 264,600円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 378,400円 

… 

 

… 

  

… 

 
11/12 クッキー【返品】（XX年 10月仕入分）※ ▲46,440円 

11/12 割り箸【返品】（XX年９月仕入分） ▲15,400円 

… 

 

… 

 

 

… 

 

10％対象 
仕入

金額 

1,625,800 円 

（消費税 147,800円） 返品

金額 

▲15,400円 

（▲消費税 1,400円） 

８％対象 
826,200 円 

（消費税 61,200円） 

▲46,440円 

（▲消費税 3,440円） 

 ※印は軽減税率対象商品 

 

仕入額から返品額を控除

した金額を継続して記載

していれば、次のように

仕入金額を記載すること

も認められます。 

（例） 

10％対象 1,610,400円 

（消費税 146,400円） 

８％対象 779,760円 

（消費税 57,760円） 

適格返還請求書に記載が

必要となる事項です。 
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（適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税

事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています（消法 57

の４①）。 

ご質問の場合、貴社が行う配送（課税資産の譲渡等）の対価として収受する配送料について

は、別途、相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。このため、配送料に

係る適格請求書を仕入明細書とは別に交付する、又は仕入明細書に合わせて配送料に係る適格

請求書の記載事項を１枚の書類で交付するといった方法により対応する必要があります。 

なお、仕入明細書と適格請求書の記載事項は、それぞれ次のとおりです。 

１ 仕入明細書の記載事項（消令 49④） 

① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称 

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号 

③ 課税仕入れを行った年月日 

④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資

産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係る

ものである旨） 

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率 

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等 

問 91 当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存

しています。仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕

入金額から控除しており、これは、当社の売上げとして計上しています。この場合、仕入明

細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付しなければならないのでしょうか。

【平成 30年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入明細書 

㈱○○御中       XX年 11月 30日  

               △△商店㈱ 

11月分 127,900円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 5,400円 

11/２ 牛肉  ※ 10,800円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200円 

… 

 

… 

  

… 

 

仕入金額合計（税込）  131,200円 

10％対象 88,000円 

８％対象 43,200円 

控除金額 11月分配送料 3,300円 

支払金額合計（税込） 127,900円 

 ※印は軽減税率対象商品 
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 ２ 適格請求書の記載事項 

㋑ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

㋺ 課税資産の譲渡等を行った年月日 

㋩ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の

譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

㋥ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用

税率 

㋭ 税率ごとに区分した消費税額等 

㋬ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 

【仕入明細書と適格請求書を一の書類で交付する場合の記載例】 

 

  仕入明細書 

㈱○○御中             XX年 11月 30日 

登録番号Ｔ1234567890123 

 

              △△商店㈱ 

登録番号 T9876543210987 

11月分 127,900円（税込） 

日付 品名 金額 

11/１ いちご ※ 5,400円 

11/２ 牛肉  ※ 10,800円 

11/２ ｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ 2,200円 

… 

 

… 

  

… 

 

仕入金額合計（税込）  131,200円 

10％対象 88,000円  （消費税 8,000円） 

８％対象 43,200円  （消費税 3,200円） 

控除金額 

（10％対象） 

11月分 

配送料 

3,300円 

（消費税 300円） 

支払金額合計（税込） 127,900円 

※印は軽減税率対象商品 

記載事項③④ 

記載事項①㋑ 

記載事項⑤⑥ 

記載事項②㋬ 

記載事項㋺㋩㋥㋭ 
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（交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応） 

【答】   

買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書（電磁的記録により

提供を受けた場合も含みます。）の記載事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行

事業者に対して修正した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を求め、その交付を受けること

により、修正した適格請求書又は適格簡易請求書を保存する必要があります（原則として、自

ら追記や修正を行うことはできません。）。 

しかし、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売

手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために

保存が必要な請求書等に該当しますので（消法 30⑨三）、買手において適格請求書の記載事項

の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けた上

で、その仕入明細書等を保存することもできます。 

また、受領した適格請求書の記載事項を買手が自ら修正することは原則として認められませ

んが、自ら修正するのみではなく、その修正した事項について売手に確認を受けることで、そ

の書類は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当すること

から、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありませ

ん。 

なお、これら仕入明細書等による対応を行った場合でも、売手において当初交付した適格

請求書の写しを保存しなければなりません（消法 57の４⑥）。また、売手において、売上税

額の積上げ計算を行う場合には、これらの対応により確認を行った仕入明細書等を適格請求

書等の写しと同様の期間・方法により保存する必要があります。仕入明細書等を受領した場

合における売上税額の積上げ計算の詳細については、問 121《仕入明細書を受領した場合にお

ける売上税額の積上げ計算》をご参照ください。  

問 92 記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者が、その課税仕入れについて仕入

税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすために必要となる対応について教えてく

ださい。【令和３年７月追加】【令和６年４月改訂】 
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【適格請求書を修正し、適格請求書及び仕入明細書等とする例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１ オレンジジュース  108,000 円 

10／２ キッチンペーパー   113,000 円 

10／２ リンゴジュース   158,000 円 

 

10％ 税抜 1,980,000 円 税 198,000円 

 ８％ 税抜 1,539,000 円 税 123,120円 

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１ オレンジジュース ※ 108,000 円 

10／２ キッチンペーパー   113,000円 

10／２ リンゴジュース ※  158,000円 

 

10％ 税抜 1,980,000 円 税 198,000円 

８％ 税抜 1,539,000 円 税 123,120円 

※は軽減税率対象 

 

「軽減税率対象品目である旨」の記載

がない 

「軽減税率対象品目である旨」を買手

自ら補完しつつ、補完した旨を売手で

ある△△商事(株)へ確認を受けること

で、適格請求書及び修正事項を明示し

た仕入明細書等となる。 

訂正事項につき 11月１日先方確認済み 



 

- 134 - 

 

（任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等） 

【答】  

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書など請求書等の保存が仕入税額控除の要件とな

ります（消法30⑦⑨）。 

任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人とな

っている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないと

きにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の

割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、貴社及びその他の構成

員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われます

ので、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになります。 

また、任意組合の構成員に交付する適格請求書のコピーが大量となる等の事情により、立替

払を行った幹事会社が、コピーを交付することが困難なときは、幹事会社が仕入先から交付を

受けた適格請求書を保存し、精算書を交付することにより、貴社は幹事会社が作成した（立替

えを受けた構成員の負担額が記載されている）精算書の保存をもって、仕入税額控除を行うこ

とができます（基通11－６－２）。 

この場合、幹事会社は、精算書に記載されている仕入れ（経費）について、仕入税額控除が

可能なものか（すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、適格請求書発行事業者以外

の者からの仕入れか）を明らかにし、また、適用税率ごとに区分するなど、各構成員が仕入税

額控除を受けるに当たっての必要な事項を記載しておく必要があります。 

なお、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名

称の記載が必要となりますし、適格請求書のコピーにより、その仕入れ（経費）が適格請求書

発行事業者から受けたものか否かを確認できなくなるため、幹事会社と構成員の間で、課税仕

入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号を確認できるようにしておく必要があります。 

ただし、これらの事項について、別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取引に係る

契約書等で、別途明らかにされている等の場合には、精算書において明らかにしていなくても

差し支えありません。 

 

  

問 93 当社は、取引先数社と任意組合を組成し、イベントを行っています。これまで、仕入先か

ら交付される請求書等は、幹事会社が保管し、当社を含めた構成員は、幹事会社から精算書

の交付を受けていました。 

   適格請求書等保存方式においては、構成員である当社も仕入先から適格請求書の交付を受

け、保存する必要がありますか。【令和５年 10月改訂】 
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（立替金） 

【答】  

貴社が、Ｃ社から立替払をしたＢ社宛に交付された適格請求書をＢ社からそのまま受領した

としても、これをもって、Ｃ社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。 

ご質問の場合において、立替払を行ったＢ社から、立替金精算書等の交付を受けるなどによ

り、経費の支払先であるＣ社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされて

いる場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、Ｃ社から

の課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります（基通11－６－２）。 

また、この場合、立替払を行うＢ社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、Ｃ社

が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。 

なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定

の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確

認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行う

ことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。 

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れについては、問104《帳簿のみの保存

で仕入税額控除が認められる場合》を、帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で

仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。 

 

【立替金の取引図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 94 当社は、取引先のＢ社に経費を立て替えてもらう場合があります。 

この場合、経費の支払先であるＣ社から交付される適格請求書には立替払をしたＢ社の名

称が記載されますが、Ｂ社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除の

ための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。【令和６年４月改訂】 

貴社（Ａ社） 

（立替えを受ける者） 

取引先（Ｂ社） 

（立替払を行う者） 

仕入先（Ｃ社） 

（課税資産の譲渡等を

行う者） 

精算 立替払 

適格請求書・ 

精算書 

の交付 

適格請求書 

の交付 

Ａ社御中 

立替金精算書 

・・・・・・・ 

Ｂ社 

Ｃ社がＢ社宛に交付する適格請求書がＡ社のものであることを明

らかにするため、Ｂ社が作成した精算書を併せて交付します。 

課税資産の譲渡等 
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【立替金精算の記載イメージ】 

 
（参考１） Ａ社を含む複数者分の経費を一括してＢ社が立替払している場合、原則として、Ｂ

社はＣ社から受領した適格請求書をコピーし、経費の支払先であるＣ社から行った課

税仕入れがＡ社及び各社のものであることを明らかにするために、Ｂ社が作成した精

算書を添えるなどし、Ａ社を含む立替えを受けた者に交付する必要があります。 

しかしながら、立替えを受けた者に交付する適格請求書のコピーが大量となるなど

の事情により、立替払を行ったＢ社が、コピーを交付することが困難なときは、Ｂ社

がＣ社から交付を受けた適格請求書を保存し、立替金精算書を交付することにより、

Ａ社はＢ社が作成した（立替えを受けた者の負担額が記載されている）立替金精算書

の保存をもって、仕入税額控除を行うことができます。 

この場合、立替払いを受けたＡ社等は、立替金精算書の保存をもって適格請求書の

保存があるものとして取り扱われるため、立替払を行った取引先のＢ社は、その立替

金が仕入税額控除可能なものか（すなわち、適格請求書発行事業者からの仕入れか、

適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れか）を明らかにし、また、適用税率ごと

に区分するなど、Ａ社が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を立替金精算

書に記載しなければなりません。 

したがって、立替金精算書に記載する「消費税額等」については、課税仕入れの相

手方であるＣ社から交付を受けた適格請求書に記載された消費税額等を基礎として、

立替払いを受ける者の負担割合を乗じてあん分した金額によるなど合理的な方法で計

算した「消費税額等」を記載する必要がありますが、複数社の支払先に係る立替金精

算書については、支払先ごとに区分して記載するほか、税率ごとにまとめて１回端数

処理することも可能です（詳細については、問57《適格請求書に記載する消費税額等

の端数処理》（参考）③をご参照ください。）。また、立替金精算書に記載する複数の事

業者ごとの消費税額等の合計額が適格請求書に記載された「消費税額等」と一致しな

いことも生じますが、この消費税額等が合理的な方法により計算されたものである限

り、当該立替金精算書により仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。 

なお、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方の氏

名又は名称の記載が必要であるほか、その仕入れ（経費）が適格請求書発行事業者か

ら受けたものか否かを確認できるよう、立替払を行ったＢ社とＡ社の間で、課税仕入

れの相手方の氏名又は名称及び登録番号を確認できるようにしておく必要があります。 

ただし、これらの事項について、別途、書面等で通知する場合のほか、継続的な取

引に係る契約書等で、別途明らかにされているなどの場合には、精算書において明ら

立替金精算書

内容 金額（税込） 消費税（10％） 備考

電気料金 1,100円 100円 20XX年10月分
Ｃ社

水道料金 1,650円 150円 20XX年10月分
Ｄ社

合計 2,750円 250円

本精算書の保存をもって仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

株式会社Ａ社 御中 株式会社 Ｂ社

発行日 20XX.11．30

本精算書の保存をもって仕入
税額控除の適用が可能である
点（＝売手が適格請求書発行
事業者である点）を表示する
ことも一案。

消費税額は、以下のいずれか
の方法により算出。
① 合計金額を税率で割り戻し

て算出し、端数処理する。
② 各料金ごとに税率で割り戻

して算出した上で端数処理
し、それらを合計する。

立替払いを行う者
（Ｂ社）の登録番
号は記載不要

仕入税額控除の
適用を受けるに
当たり、売手の
名称を帳簿に記
載する必要があ
ることから、名
称を表示
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かにしていなくても差し支えありません。 

 

（参考２） 買手が作成した一定の事項の記載がある仕入明細書等の書類で、売手である適格請

求書発行事業者の確認を受けたものについても、請求書等に該当しますので、Ｂ社か

らＢ社宛の適格請求書を受領し、貴社において立替金精算書の内容を記載した書類等

（明細書）を作成してＢ社宛に交付し、その内容の確認を受けることで、貴社は、当

該明細書及びＢ社宛の適格請求書の保存をもって、仕入税額控除を行うことができま

す。 

なお、この対応であっても、立替払を受ける者が多数いるなどの事情によりＢ社宛

の適格請求書の交付を受けられなかった場合は、当該Ｂ社宛の適格請求書の保存は不

要（当該明細書のみの保存）で、仕入税額控除を行うことができます。 

また、受領したＢ社宛の適格請求書について、宛名部分等を修正し、その修正した

事項についてＢ社の確認を受けることで、その書類は適格請求書であるのと同時に修

正した事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、当該書類を保存すること

で、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 

仕入明細書等による適格請求書等の誤りの修正についての詳細は、問 32《交付した

適格請求書に誤りがあった場合の対応》を、修正した適格請求書の交付方法の詳細に

ついては、問 33《修正した適格請求書の交付方法》を、適格請求書と仕入明細書等を

一の書類で交付することの詳細については、問 91《適格請求書と仕入明細書を一の書

類で交付する場合》を、仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算の

詳細については、問 121《仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算》

を、それぞれご参照ください。 

 

（参考３） 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載しているユーチューブ動

画「３分でわかる インボイス立替金精算」も併せてご参照ください。 

 

 

 

  

「インボイス制度特設サイト」 

（「通達・Ｑ＆Ａ よくあるお問い合わせなど

（立替金精算）」） 
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（従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除） 

【答】 

従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合には、それ

は貴社が負担すべき費用を従業員から立替払を受けたことになります。 

原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書類の交付

を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記

載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしても、これをもっ

て、仕入税額控除を行うことはできません。 

しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の記載

事項に係る電磁的記録（以下「従業員名簿等」といいます。）の保存が併せて行われているので

あれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、

貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこと

として差し支えありません。 

なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に

従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その

保存が必要となります。 

 

（セミナー参加費に係る適格請求書の交付方法） 

【答】 

１ セミナーの参加費が貴協会の課税売上げとなる場合 

原則として、貴協会が会員（参加者）に対しセミナーという役務の提供を行ったものと解さ

れることから、貴協会においては、当該セミナーの参加者から受領した金額が課税売上げ、講

演料として支払った金額が課税仕入れとなり、参加者にとっては、セミナー参加に当たって負

担した金額がセミナーという役務提供の対価として課税仕入れとなるものと考えられます。 

そのため、参加者から代金を受領する際には、適格簡易請求書の記載事項を満たした領収書

等の交付を行うことが考えられます（セミナー参加費について適格簡易請求書の対象となる点

は、問 24－２《適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例》をご参照ください。）。 

なお、具体的な記載事項は、次のとおりです（消法 57の４②）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

問 94－２ 当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求

書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名に

は「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税

額控除を行ってもよいでしょうか。【令和６年４月追加】 

問 94－３ 当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。その

際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担することとした上で、

残りをセミナーの参加予定者数であん分して参加費として受領しています（1,000 円未満の

端数は切上げ）。この場合、参加者に対してどのように適格請求書を交付すればよいでしょう

か。【令和６年４月追加】 
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③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率※ 

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。 

 

２ セミナーの参加費が預り金として処理される場合 

他方、貴協会と会員（参加者）との間での契約などにより、セミナー参加に当たって負担す

る金額が、講演料の一部負担金（立替払）であることが明らかであり、かつ、講演料の総額を

超える対価を受領することがないなどの場合には、貴協会において預り金として処理すること

も認められるものと考えられます。 

また、その場合、参加者が負担した金額は、講演を受けるという役務提供の対価として課税

仕入れに該当し、貴協会から交付を受けた講演料に係る適格請求書のコピーと立替金精算書の

保存により仕入税額控除の適用を受けることが可能です。 

さらに、適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付することが困難

なときは、貴協会が適格請求書を保存しておくことで、参加者は貴協会から交付を受けた立替

金精算書のみの保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが可能です（基通11－６－２）。

この場合、当該立替金精算書には、以下のイメージのとおり、課税仕入れを行う参加者が仕入

税額控除の適用を受けるに当たっての必要な事項が記載されている必要があります。 

 

【立替金精算書の記載イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記立替金精算書による対応は貴協会が適格請求書発行事業者であるかどうかは問い

ませんが、貴協会と講師の双方が適格請求書発行事業者である場合においては、媒介者交付特

例を適用し、貴協会の名称及び登録番号を記載して、適格簡易請求書を交付することも可能で

す（その場合の記載事項は上記 1の適格簡易請求書と同じです。また、媒介者交付特例の詳細

については、問 48《媒介者交付特例》をご参照ください。）。 

 

立替金精算書 

Ｒ●．３．１ セミナー費用  （●●様※講演料） 

2,000 円 （10％） 

※ 本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除の 

適用を受けることが可能です。 

参加者が仕入税額控除の適用を受けるに当た
り、売手である適格請求書発行事業者の氏名又
は名称を帳簿に記載する必要があることから、
講師の氏名を表示している。 

本件における立替金精算書は、適格請求書の交付対象（講演料）に係るものである

ため、本来は宛名（セミナー参加者の氏名又は名称）や消費税額等及び適用税率の記

載が必要となりますが、適格簡易請求書の交付が可能な事業における立替金精算書に

ついては、適格請求書が立替者（協会）において保存されることをもって、適格簡易

請求書と同様、記載事項を省略する（宛名不要、消費税額等又は適用税率のいずれか

で良い）こととして差し支えありません。 

本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除
の適用が可能である点（＝売手である講師が適
格請求書発行事業者である点）を示している。 
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（社員食堂での会社負担分に係る仕入税額控除） 

【答】 

事業者が他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させるという契約を当該他

の事業者と締結し、その従業員の食事代の全部又は一部を支払っているときは、給与として課税

されるかどうかにかかわらず、その金額は課税仕入れに該当し、当該他の事業者から受領した適

格請求書及び一定の記載をした帳簿の保存により仕入税額控除を行うことが可能です。 

ただし、従業員から一部の代金を徴収し、預り金として処理している場合には、事業者が実際

に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となることから、ご質問の例であれば、喫食に係

る代金の全額が記載されている適格請求書を保存していたとしても、貴社は300円を基礎として、

仕入税額控除の適用を受けることとなります。 

なお、仕入控除税額の計算に当たって、積上げ計算を行う場合、受領した一の適格請求書に記

載された課税資産の譲渡等に係る消費税額等のうち、課税仕入れに係る部分の金額として算出し

た金額に１円未満の端数が生じる場合は、受領した一の適格請求書につき、税率ごとに１回の端

数処理を行う必要がありますが、その方法については切上げ、切捨て、四捨五入など、任意の方

法とすることができます。 

 

【一部を従業員負担にしている場合の適格請求書に係る仕入控除税額の計算例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 94－４ 当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させています。例

えば、従業員が 1,000 円分の喫食を行った場合、当社はその７割（700 円）を従業員から徴

収し、差額 300円を負担する形で食堂を経営する当該他の事業者に対して支払を行っていま

す。適格請求書には、課税資産の譲渡等に係る税込価額として支払を行った全額が記載され

ているのですが、当社はどのように仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。なお、従

業員から徴収した代金は預り金として処理しています。【令和６年４月追加】 

請求書 

△△商事(株) 御中 

(株)○○食堂 

T1234567890123 

10月分 

1 0／１  喫食代金     5 , 8 3 0 円 

1 0／２  喫食代金     7 , 0 4 0 円 

1 0／３  喫食代金     6 , 3 5 0 円 

・
・

・

 

・
・

・

 

10％ 税込 215,040 円（内税 19,549 円） 

 

７割を従業員負担としている場合、

215,040円 × 30％ ＝ 64,512円が課税仕

入れの対象となる。 

（差額の 150,528円は預り金として処理） 

 

また、仕入税額控除の対象となる消費税額

等のうち課税仕入れに係る部分の金額は、 

19,549円 × 30％ ＝ 5,864.7円 

→ 5,864円 又は 5,865円となる。 
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（口座振替・口座振込による家賃の支払） 

【答】  

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引

であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。 

この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相手方（貸

主）から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対

応も可能です。 

なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はな

く、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすこ

とになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際

に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満た

すこととなります。 

ご質問の場合には、適格請求書の記載事項の一部（例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外

の事項）が記載された契約書とともに通帳（課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの）を

併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。 

また、口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約

書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるもの

として、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。 

なお、このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の

相手方（貸主）が適格請求書発行事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合

には貴社（借主）はその事実を把握することは困難となります（適格請求書発行事業者以外の

者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません。）。

そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行

事業者か否かを確認してください。 

（参考） 令和５年９月 30日以前からの契約について 

       令和５年９月 30 日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書と

して必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足して

いた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありません。 

 

  

問 95 当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約

書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、

銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような契約書の締結後に口座振替等によ

り代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、請求書等の保存要件を満た

すためにはどうすればよいですか。【令和５年 10月改訂】 
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（見積額が記載された適格請求書の保存等） 

【答】  

ご質問のように、課税期間の末日までにその支払対価の額が確定せず、見積額で仕入税額控

除を行う場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。 

なお、以下の①、②のいずれの場合も、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、

確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費

税額との差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算

又は減算することとなります（仕入税額の計算方法として、割戻し計算による場合、確定した

対価の額と見積額との差額をその確定した日の属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の

額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。）。 

① 見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合 

取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存するこ

とで見積額による仕入税額控除が認められます（注１）。 

その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格請求書（対価の額を

修正した適格請求書）の交付を受けた上で、これを保存する必要があります。 

② 見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合 

   見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合であっても、電気・ガス・水道

水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引（注２）については、見積額

が記載された適格請求書や仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交

付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末

日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えありませ

ん（基通 11－６－８）。 

（注）１ 見積額を記載した仕入明細書を自ら作成し、相手方の確認を受けた場合は、これ

を保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。確定額が見積額と異

なる場合の取扱いは、上記と同様です。 

２ このほか、例えば、機械等の保守点検、弁護士の顧問契約のように契約等に基づ

き継続的に課税資産の譲渡等が行われ、金額が確定した際に適格請求書の交付を受

ける蓋然性の高い取引がこれに該当します。 

  

問 96 当社では、水道光熱費など検針等に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日

までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕

入税額控除を行っています。適格請求書等保存方式において、このような見積額による仕入

税額控除の取扱いはどのようになりますか。【令和元年７月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（出来高検収書の保存による仕入税額控除） 

【答】  

適格請求書等保存方式の下においても、建設工事を請け負った事業者（以下「元請業者」

といいます。）が作成した出来高検収書を、下請業者に記載事項の確認を受けた上で保存する

ことにより、仕入税額控除の適用を受けること（基通11－６－７）については、これまでの

取扱いと変わりません。 

なお、出来高検収書は、適格請求書等保存方式における仕入明細書等の記載事項を満たす

必要があります※。仕入明細書等の記載事項については、問87≪仕入明細書等の記載事項≫

をご参照ください。 

※ 元請業者が出来高検収書を下請業者に交付し、それに基づき下請業者が請求書を作成・

交付する場合において、当該請求書を仕入税額控除の適用を受けるために保存する場合

には、当該請求書が適格請求書の記載事項を満たす必要があります。適格請求書の記載

事項については、問25≪適格請求書の様式≫をご参照ください。 

したがって、ご質問の場合、貴社の取引の相手方である下請業者が適格請求書発行事業者

であって、現在作成している出来高検収書を適格請求書等保存方式の下における仕入明細書

等の記載事項を満たすものとして下請業者の確認を受けることにより、適格請求書等保存方

式においてもその出来高検収書により仕入税額控除を行うことができます。 

ただし、下請業者の行う建設工事について、当該下請業者が適格請求書発行事業者でなく

なったことにより、適格請求書の交付ができないものであることが判明した場合には、出来

高検収書により仕入税額控除の対象とした消費税額を、その交付ができないことが明らかと

なる建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額から控除すること

となります（仕入税額の計算方法として、割戻し計算による場合、仕入税額控除の対象とし

た課税仕入れに係る支払対価の額をその建設工事完了日の属する課税期間における課税仕入

れに係る支払対価の額から控除することとなります。）。 

  

問 97 当社は、請け負った建設工事について、当該建設工事の一部を他の事業者（以下「下請業

者」といいます。）に請け負わせています。下請業者に対しては、下請業者が行った工事の

出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額を記載した書類（以下

「出来高検収書」といいます。）を作成し、それに基づき請負金額を支払っています。 

当該出来高検収書については、下請業者に記載事項の確認を受けており、これを保存する

ことにより仕入税額控除を行っていますが、適格請求書等保存方式において、このような出

来高検収書により仕入税額控除の適用を受けることは可能でしょうか。【令和４年11月追加】

【令和５年 10月改訂】 
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（短期前払費用） 

【答】  

法人税の計算において、前払費用（一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために

支出した費用のうち支出した事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応す

るものをいいます。以下同じです。）の額でその支払った日から１年以内に提供を受ける役務に

係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する

事業年度の損金の額に算入しているときは、当該前払費用を損金の額に算入することが認めら

れています（法人税基本通達２－２－14）（所得税についても同様です。）。 

消費税の計算についても、当該取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは、その支

出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています（基通11－３

－８）。 

したがって、このような前払費用については、その支出した日の属する課税期間において行

ったものとして取り扱うこととなりますが、当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額

控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要となり、ご質問のように

当該前払費用に係る適格請求書等を保存している場合は、支出した日の属する課税期間の課税

仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。 

また、当該前払費用に係る課税仕入れが適格請求書発行事業者から行われるものである場合

には、当該前払費用を支出した日の属する課税期間において適格請求書の交付を受けられなか

ったとしても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該前払費用とし

て支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 

なお、当該前払費用として仕入税額控除の適用を受けた金額が契約変更等により変動した場

合の対応については、問96《見積額が記載された適格請求書の保存等》をご参照ください。 

  

問 98 当社は、法人税基本通達２－２－14 の取扱いの適用を受けている前払費用について、そ

の支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。 

また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。 

適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事

項を満たすものであった場合、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税

仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令和４年 11 月追加】【令和

５年 10月改訂】 
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（所有権移転外ファイナンス・リース取引で賃借人が賃貸借処理した場合の適格請求書の保存） 

【答】 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引（所得税法施行令第120条の２第２項第５号又は法人

税法施行令第48条の２第５項第５号に規定する「リース取引」をいい、以下「移転外リース取

引」といいます。）については、リース資産の譲渡として取り扱われるため、移転外リース取

引によりリース資産を賃借した賃借人においては、当該リース資産の引渡しを受けた日の属す

る課税期間の課税仕入れとして処理（一括控除）することが原則です。 

しかしながら、経理実務の簡便性という観点から、移転外リース取引について賃借人が賃貸

借処理（通常の賃貸借取引に係る取引に準じた会計処理をいいます。）している場合、リース資

産の譲渡時の課税仕入れとするのではなく、そのリース料について支払うべき日の属する課税

期間における課税仕入れとして処理（分割控除）して差し支えないこととしています。 

この点、移転外リース取引における適格請求書については、リース資産の引渡し時に当該リ

ース取引の全額に対する適格請求書が交付されるものと考えられます。 

したがって、移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について

支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理（分割控除）している場合、リ

ース資産の引渡し時に交付を受けた適格請求書を保存することにより、そのリース料について

支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満

たすこととなります。 

なお、当該適格請求書については、リース料の最終支払期日（移転外リース取引について賃

貸借処理により計上する最後の課税仕入れ）の属する課税期間の末日の翌日から２月を経過し

た日から７年間保存する必要があります。 

（注） 令和５年10月１日前に行われた移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によ

りそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理

（分割控除）している場合の当該移転外リース取引に係る同日以後に賃貸借処理により

計上する課税仕入れについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用

を受けることとなります。 

  

問 99 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡時に適格請求書の

交付義務が生じるとのことですが、当該リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリー

ス料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理（分割控除）し

ている場合、リース譲渡時に交付を受ける適格請求書の保存により仕入税額控除の適用を受

けることができますか。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（郵便切手類又は物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期） 

【答】  

郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役

務又は物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなりますが、

適格請求書等保存方式以前における取扱いとして、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業

者が、その購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継

続してその郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとし

ている場合には、これを認めることとされていました。 

適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適

格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函に

よる郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項

を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます（消令49①一ニ、消

規15の４一）。 

また、物品切手等で適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）が記載されている

ものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等

により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入

税額控除の適用を受けることができます（消令49①一ロ）。 

したがって、このような郵便切手類及び物品切手等（適格請求書発行事業者により回収され

ることが明らかなものに限ります。）のうち、自ら引換給付を受けるものについては、適格請求

書等保存方式においても、購入（対価の支払）時に課税仕入れとして計上し、一定の事項を記

載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます（基通11－３

－７）。 

なお、上記（一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることがで

きるもの）以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入（対価の支払）時ではなく、適格請求

書等の交付を受けることとなるその引換給付を受けた時に課税仕入れを計上し、仕入税額控除

の適用を受けることとなります。 

  

問 100 当社は、購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自社で引換給付を受けるものにつ

いては、継続的に郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課税仕入れを計上していました。 

適格請求書等保存方式において、引き続き、郵便切手類又は物品切手等を購入した時に課

税仕入れを計上しているものについて仕入税額控除の適用を受けることができますか。【令

和４年 11月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額） 

【答】  

適格請求書等保存方式以前の取扱いにおいて、物品切手等による引換給付として課税仕入れ

を行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者がその物品切手等の取得に要した金

額とされていました。 

他方、適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則とし

て、適格請求書等の保存が必要となりますので、物品切手等の取得（購入）に要した金額の如

何にかかわらず、当該適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受け

ることとなります。 

なお、物品切手等に適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）が記載されている

ものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等

により役務又は物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入

税額控除の適用を受けることができますが（新消令49①一ロ）、このような物品切手等には、適

格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）が記載されていることから、当該物品切手

により引換給付を受ける課税仕入れについては、当該物品切手等に記載された金額を基礎とし

て仕入税額控除の適用を受けることとなります。 

  （参考） 仕入税額の計算方法については、問126《仕入税額の計算方法》をご参照ください。 

 

（提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法） 

【答】  

相手方から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場

合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的記録を保存する必要があります（消法

30⑦⑨二）。 

提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要が

あります（消令50①、消規15の５）。 

① 次のイからニのいずれかの措置を行うこと 

イ タイムスタンプが付された適格請求書に係る電磁的記録を受領すること（受領した者が

タイムスタンプを付す必要はありません。）（電帳規４①一） 

ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すこと（電帳規４①二） 

・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けた後、速やかにタイムスタンプを付すこと 

問 101 当社は、購入した物品切手等により引換給付を受けた場合、当該物品切手等の購入金額

を課税仕入れに係る支払対価の額としていました。 

適格請求書等保存方式においては、物品切手等により引換給付を受ける場合であっても、

原則として、適格請求書等の保存が必要とのことですが、物品切手等の購入金額を基礎とし

て仕入税額控除の適用を受けることになりますか。【令和４年 11月追加】【令和５年 10月改

訂】 

問 102 当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供

を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保

存すればよいですか。【令和６年４月改訂】 
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・ 適格請求書に係る電磁的記録の提供からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に

関する規程を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、

速やかにタイムスタンプを付すこと 

ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計

算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の受領及びその電磁的記録を保

存すること（電帳規４①三） 

・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること 

・ 訂正又は削除することができないこと 

ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止

に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に

併せて当該規程の備付けを行うこと（電帳規４①四） 

② 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと（電

帳規２②一、⑥六、４①） 

③ 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の

用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれら

の操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形

式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと（電帳規２②二、４①） 

④ 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと（電

帳規２⑥五、４①） 

※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができ

るようにしているときは、ⅱ及びⅲの要件が不要となります。また、当該電磁的記録の

提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その判定期間

に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者であるとき又は国税に関する

法律の規定による電磁的記録の出力書面（整然とした形及び明瞭な状態で出力され、取

引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。）の提示又は提出の要求

に応じることができるようにしているときは検索機能の全てが不要となります（注）。 

（注） 令和５年12月31日までにやり取りした電磁的記録の場合は、基準期間の売上高

が1,000万円以下であり、国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提

出の要求に応じることができるようにしている場合に限り、検索要件の確保が不

要となります。 

ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索条件として設定できること 

ⅱ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することがで

きること 

ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること 

他方、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときは、

整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります（消規15の５②）。 

 

（参考） 電帳法上の保存方法等については、問102－２《適格請求書の記載事項に係る電磁的

記録の保存方法》及び国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通

達解説（趣旨説明）」や「電子帳簿保存法一問一答」を参考としてください。 
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（適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法） 

【答】 

売手である適格請求書発行事業者から適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録に

よる提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的記録を保存する必

要があります。その際、提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、電帳

法に準じた方法により保存することとされています（消令 50①、消規 15の５）。 

この点、電帳法においては、ＥＣサイト（インターネット上に開設された商品などを販売す

るウェブサイトをいいます。）で物品を購入したとき、ＥＣサイト上の購入者の購入情報を管理

するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、当該ＥＣサ

イト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等

データをダウンロードして保存していなくても差し支えないこととされています。 

こうした取扱いは、当該ＥＣサイト提供事業者が、物品の購入者において満たすべき真実性

の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に認められるものであり、また、当該領

収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまで確認が随時可能である必要があり

ます（その他、本取扱いに関する詳細については、国税庁ホームページに掲載されている「電

子帳簿保存法一問一答」の「お問い合わせの多いご質問 電取追２」を参考としてください。）。 

これは、適格請求書に係る電磁的記録の保存においても同様であり、ご質問のように取引先

が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインすることで、上記要件を満たした形

で適格請求書に係る電磁的記録の確認が随時可能な状態である場合には、必ずしも当該電磁的

記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして、仕入税額控除の適用を受けること

として差し支えありません。 

（参考） 電帳法において、例えば次のような事業者については、検索機能の確保の要件が不

要とされています。 

⑴ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じることがで

きるようにしている場合における 

① 判定期間に係る基準期間における売上高が 5,000万円以下の事業者 

② 電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理さ

れたものを提示・提出できるようにしている事業者 

⑵ 税務署長が相当の理由があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税

務職員からの求めに応じ、その電磁的記録及び出力書面の提示等をすることができ

る場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず電磁的記録の保存が可能と

なる措置（猶予措置）の対象となる事業者 

（注） 令和５年 12月 31日までにやり取りした電磁的記録の場合は、基準期間の売上

高が 1,000 万円以下であり、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提

問 102－２ 継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書は

交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインし、契約ごと

に電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税額控除を行うには、こ

れらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があるのでしょうか。なお、この電

磁的記録は、７年間いつでもダウンロードして確認することが可能な状態になっています。

【令和６年４月追加】 
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示等の求めに応じることができるようにしている場合に限り、検索要件の確保が

不要となります。 

そのため、こうした事業者にあっては、取引先のホームページにおいて、検索機能の

確保がなされていなかったとしても、適格請求書に係る電磁的記録の確認が随時可能な

状態であれば、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 

なお、上記⑴②、⑵における電磁的記録を出力した書面としては、必ずしも適格請求

書そのものに係る電磁的記録でなくてもよく、当該取引に係る金額や取引年月日等の情

報が判別できる資料でも差し支えありません。 

 

（高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法） 

問 103 当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるＥＴＣ

システムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレ

ジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行

うことはできますか。【令和５年 10月追加】【令和６年４月改訂】 

【答】 

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、その

カード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する

書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たし

ませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。 

そのため、高速道路の利用について、有料道路自動料金収受システム（ＥＴＣシステム）によ

り料金を支払い、ＥＴＣクレジットカード（クレジットカード会社がＥＴＣシステムの利用のた

めに交付するカードをいい、高速道路会社が発行するＥＴＣコーポレートカード及びＥＴＣパー

ソナルカードを除きます。）で精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を

受けるには、原則、高速道路会社が運営するホームページ（ＥＴＣ利用照会サービス）から通行

料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録（以下「利用証明書」といいます。）

をダウンロードし、それを保存する必要があります。 

他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用

証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書

（個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内

容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。）と、利用した高

速道路会社及び地方道路公社など（以下「高速道路会社等」といいます。）の任意の一取引（複

数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引）に係る利用証明書

をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。 

（注）１ 利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに（毎月）取得・保

存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないこと

を前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る適格簡易請求書の記載事

項を満たした利用証明書を一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、

例えば、Ａ高速道路会社からＢ高速道路会社を経由してＣ高速道路会社の料金所で降り

た際、Ｃ高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、Ｃ高速道路会社
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の利用証明書を保存することになります。 

２ 適格請求書等につき、電磁的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受

けるためには、電帳法に準じた方法により保存する必要があります（消令 50①、消規 15

の５）。この点、電帳法においては、当該適格請求書等の電磁的記録をダウンロードする

ことができる場合に、当該適格請求書等に係る電磁的記録の確認が随時可能な状態であ

る場合には、必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものと

して、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 

そのため、ＥＴＣ利用照会サービスにおいてダウンロードできる期間（15か月間）に、

繰り返し、同じ高速道路会社等の道路を利用しているような場合は、いつでも利用証明

書をダウンロードできる状態にあるため、結果として、利用証明書のダウンロードは不

要となり、クレジットカード利用明細書の保存のみで仕入税額控除の適用を受けること

が可能です。なお、ダウンロードできる期間を超えて利用間隔に開きがある高速道路会

社等の道路については、利用証明書のダウンロードが必要になりますのでご注意くださ

い。 

３ 空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金（空港連絡橋利用税）など、消費税の課税対象

とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となりますのでご留意く

ださい。 

４ 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載しているユーチューブ動画

「３分でわかる インボイスＥＴＣ対応」も併せてご参照ください。 

 

 

 

 

（金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法） 

【答】 

入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適格簡易請

求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となります（注１）（消法 30⑦）。 

他方、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金手

数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受けた

通帳や入出金明細等（個々の課税資産の譲渡等（入出金サービス・振込サービス）に係る取引年

月日や対価の額が判明するものに限ります。）と、その金融機関における任意の一取引（一の入出

金又は振込み）に係る適格簡易請求書を併せて保存する（注２・３）ことで、仕入税額控除を行って差

し支えありません。 

また、基準期間における課税売上高が１億円以下であるなど一定規模以下の事業者については、

令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、

当該課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿

のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置（少額特例）も設けられて

問 103－２ 金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込

手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。【令

和６年４月追加】 

「インボイス制度特設サイト」 

（「通達・Ｑ＆Ａ よくあるお問い合わせなど

（インボイスＥＴＣ対応）」） 
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いますので、上記のような対応は必要ありません（28年改正法附則 53の２、改正令附則 24の２

①）（少額特例の詳細については、問 111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》

をご参照ください。）。 

（注）１ 一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定かつ多数の

者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解

されます。また、金融機関のＡＴＭによるものである場合、機械装置のみにより代金の

受領と資産の譲渡等が完結するものとして、一定の事項が記載された帳簿のみの保存に

より仕入税額控除が可能です（詳細については、問 47《自動販売機及び自動サービス機

の範囲》をご参照ください。）。 

２ インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、

電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロー

ドする必要があります。ただし、同種の手数料等の支払いが繰り返し行われているよう

な場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネット

バンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずし

も当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用

を受けることが可能です（電子帳簿保存法の取扱いについては「電子帳簿保存方法一問

一答」の「お問合せの多いご質問 電取追２－２」をご参照ください。）。 

３ 金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回のみ取得・

保存することで差し支えありません。また、金融機関から各種手数料に係るお知らせ（適

格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたもの

に限ります。）を受領した場合には、当該一のお知らせを保存することで適格簡易請求書

の保存に代えることが可能です。 

４ 国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載しているユーチューブ動画

「３分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」も併せてご参照ください。 

 

 

 

 

 

（電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存） 

【答】 

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提

供」（例：「インターネット広告の配信」等）については、特定課税仕入れとして、当該役務の

提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます（リバースチャージ方式）（消法５①、28

②、45①）。また、当該リバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税額については、仕

入税額控除の対象となりますが、その適用要件として適格請求書の保存は必要なく、一定の事

問 103－３ 当社は、国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引（インターネ

ット広告の配信）や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引（電子書籍の購入）

を行っていますが、仕入税額控除を行うために適格請求書の保存は必要でしょうか。【令和

６年４月追加】 

「インボイス制度特設サイト」 

（「通達・Ｑ＆Ａ よくあるお問い合わせなど

（銀行振込手数料）」） 
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項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります（消法 30⑦）。 

これに対し、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務

の提供（いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供）（例：「電子書籍・音楽の配信」等）に

ついて仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けた適格請

求書（当該適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含みます。）の保存が必要です（消法 30

⑦）。 

また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書の保存が

ない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合（80％、

50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできませんが（改正令

附則 24）、少額特例（一定規模以下の事業者が、令和５年 10月１日から令和 11年９月 30日ま

での間に行う税込み１万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみ

の保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置）の適用を受けることはでき

ます（28年改正法附則 53の２、改正令附則 24の２①）。 

詳細については、問 111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照く

ださい。 

（注） 令和５年９月１日時点で登録国外事業者（適格請求書等保存方式の開始前において、

消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を受けた国外事業者

をいいます。）であり、かつ、同日において「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨

の届出書」を提出していない事業者は、令和５年 10 月１日に適格請求書発行事業者の

登録を受けたものとみなされ、登録番号（Ｔ＋13桁の数字）が付番されています（28年

改正法附則 45①）。 

また、そうした国外事業者においては、令和６年３月 31 日までは登録国外事業者と

して付番されている番号（00001 等の５桁の番号）を登録番号として適格請求書に記載

することができることとされています。 

（参考） 電気通信利用役務の提供やリバースチャージ方式の詳細については、「国境を越えた

役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。 

  


